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１．審議会等の在り方に関する基本指針の概要 

 

  本市では、審議会等の在り方についての見直しとして、平成９年７月から２つの

審議会において委員の公募と会議の公開を試行するとともに、庁内にワーキンググ

ループを設置し指針の検討を行い、「審議会等の運営の透明性を高めるとともに、

市民の自主的・主体的な市政への参画を図り、市民と行政とのパートナーシップの

もと開かれた市政の推進に寄与する」ものとして、平成１０年１０月１５日、「審

議会等の在り方に関する基本指針」を定めました。 

 

  

 相模原市審議会等の在り方に関する基本指針 

 

(趣旨) 

第１条 この基本指針は、審議会等の運営の透明性を高めるとともに、市民の自主

的かつ主体的な市政への参画を図り、市民と行政とのパートナーシップのもと開

かれた市政の推進に寄与するため、定めるものとする。 

(対象とする審議会等) 

第２条 本指針の対象は、附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原市条例 

第１７号)、法令又は個別条例により設置された審議会等(以下「審議会等」とい

う。)とする。 

 (審議会等の必要性の検討) 

第３条 審議会等の必要性の検討に当たっては、次の点に留意する。 

（１）既設の審議会等については、開催回数が年１回以下の審議会等の見直しを行

い、廃止又は随時の設置を検討する。ただし、表彰対象者の選考を目的とした

審議会等など、本来開催回数が年１回程度のものは、この限りでない。 

（２）審議会等を新設する場合には、設置目的の類似する審議会等の設置を防ぐた

め、十分検討の上行うものとし、所掌事務をできるだけ広範囲のものとし、必

要に応じ、部会等を設置して運営できるものは、既設の審議会等を活用する。 

(開かれた市政の推進) 

第４条 審議会等は、次の事項に留意し、開かれた市政の推進を図るものとする。 

（１）会議は、原則として、公開するものとする。ただし、相模原市審議会等公開

基準(平成１０年１０月１５日施行)に規定する場合は、この限りでない。 

（２）審議会等の設置目的、性格等を十分勘案した上で、委員の公募制の導入に努

めるものとする。 

（次ページに続く）  
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(委員の構成等) 

第５条 審議会等の委員の選任に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

（１）委員の数は、原則として、２０人以下とする。ただし、法令に定めがある場

合又はその他特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。 

（２）委員を再任する場合は、原則として、その在任期間が引き続き１０年を超え

ないものとする。ただし、市の特別職及び専門的な知識、経験等を有するもの

であって他の者に代え難い場合など特別な事情がある場合は、この限りでない 。 

（３）審議会等の委員構成にあっては、さがみはら男女共同参画推進条例(平成１６

年相模原市条例第１号)の規定に基づき、男女のいずれか一方の委員の数が委員

総数の１０分の４未満とならないよう努めなければならない。 

（４）審議会等の兼職数は、原則として、３審議会等以内とする。ただし、市の特

別職については、この限りでない。 

（５）法令、条例等に特別の定めがある場合を除き、原則として、一般職の職員は

審議会等の委員に選任しないものとする。 

(任意的な協議会等) 

第６条 要綱等で任意に設置した協議会等の在り方については、設置目的や性格等 

を十分検討の上、必要に応じ、本指針に準じて行うものとする。 

附 則 

この指針は、平成１０年１０月１５日から施行する。 

附 則 

この指針は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この指針は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

２．審議会等の公開制度の概要 

  この制度は、「相模原市審議会等の在り方に関する基本指針」に基づき、審議会

 等の会議を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議会等のよ

 り公正な運営を確保するとともに、開かれた市政の推進に寄与することを目的とし

 ています。 

   本市における審議会等の公開制度の基本的事項は、次のとおりです。 

  ① 会議公開の原則 

    会議は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。 

   ただし、個人に関する情報を審議する場合、円滑な審議が著しく阻害されるお

   それがあるなど、会議の目的が達成されないと認められる場合は、会議を公開

   しないことができます。 
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  ② 会議日程の周知 

    会議の日程等は、事前に公表するものとし、遅くとも開催日の１週間前まで

   に行うものとします。 

  ③ 会議の公開の方法 

    会議は、市民等が傍聴できるよう会場に傍聴席を設け、その傍聴席数は、会

   議の円滑な審議の進行等を配慮して決めるものとします。 

  ④ 会議録の公開 

    審議会等の長は、議事の概要を記録した会議録を会議終了後速やかに作成し、

会議資料とともに行政資料コーナーに備え置き、閲覧に供するとともに、イン

ターネットを利用した情報提供に努めるものとします。 

 

３．審議会等の公開制度の運用状況 

  対象とする審議会等は、８２審議会等（平成２３年３月３１日現在）となってお

り、平成２２年度においては、情報公開・個人情報保護審議会など６０審議会等で

延べ１７６回公開され、延べ１６３人の傍聴がありました。 

また、任意的な協議会等においても、経営評価委員会など４３協議会等で延べ１

１５回公開され、延べ１０８人の傍聴がありました。 

  

 ・法令・条例設置の審議会等の平成２２年度運用状況 

区分 審議会の数 延べ開催数 公開した審議会の数 公開した数 傍聴があった数 延べ傍聴者数 

２２年度 ８２審議会等 ※１９２回 ６０審議会等 １７６回 １９審議会等 １６３人 

  ※ 障害程度区分認定等審査会・介護認定審査会・感染症診査協議会(各部会)・

精神医療審査会は１回とする（障害程度区分認定等審査会は４７回、介護認定審

査会は６８５回、感染症診査協議会は２５回、精神医療審査会は２５回開催） 



番号 担 当 課 審 議 会 等 名
開催
回数

公開・非公開
の内訳

傍聴
人数

非 公 開 の 理 由

1 秘書課 表彰審査委員会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

2 危機管理室 防災会議 開催なし - -

3 危機管理室 国民保護協議会 1回 公開 1

4 情報公開課 情報公開・個人情報保護審議会 5回 公開 2

5 情報公開課 情報公開・個人情報保護審査会 3回 非公開 3回 0
情報公開条例第２４条に規定する同条例第１７条の規定及び
個人情報保護条例第４４条に規定する同条例第５１条の規定
による諮問に応じ調査審議する会議に該当するため

6 職員課 特別職報酬等審議会 2回 公開 0

7 職員厚生課 公務災害補償等審査会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

8 渉外課 米軍提供施設跡地利用対策審議会 開催なし - -

9 企画政策課 総合計画審議会 2回 公開 2

10 経営監理課 大規模事業評価委員会 1回 公開 0

11 土地利用調整課 土地利用審査会 2回 公開 0

12 管財課 不動産評価委員会 4回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

13 区政支援課 行政区画等審議会 開催なし - -

14 区政支援課 住居表示審議会 開催なし - -

15 男女共同参画課 男女共同参画審議会 3回 公開 0

16 生活安全課 消費生活審議会 3回 公開 1

17 地域福祉課 社会福祉審議会 開催なし - -

18 地域福祉課 民生委員推薦会 2回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

19 地域医療課 地域保健医療審議会 開催なし - -

20 障害福祉課 障害程度区分判定等審査会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

21 障害福祉課 障害者施策推進協議会 1回 公開 1

22 精神保健福祉課 精神保健福祉審議会 2回 公開 2

23 精神保健福祉センター 相模原市精神医療審査会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

24 介護保険課 相模原市介護認定審査会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

25 国民健康保険課 相模原市国民健康保険運営協議会 1回 公開 0

審議会開催状況
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番号 担 当 課 審 議 会 等 名
開催
回数

公開・非公開
の内訳

傍聴
人数

非 公 開 の 理 由

26 こども青少年課 青少年問題協議会 2回 公開 1

27 地域保健課 墓地等紛争調停委員会 開催なし - -

28 疾病対策課  感染症診査協議会（感染症診査部会） 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

29 疾病対策課  感染症診査協議会（結核診査部会） 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

30 産業・雇用政策課 企業立地等審査会 2回 公開 1

31 産業・雇用政策課 駐留軍関係離職者等対策協議会 開催なし - -

32 商業観光課 大規模小売店舗審議会 2回 公開 1

33 環境政策課 環境審議会 2回 公開 1

34 廃棄物政策課 廃棄物減量等推進審議会 1回 公開 0

35 都市計画課 都市計画審議会 3回 公開 3

36 街づくり支援課 屋外広告物審議会 1回 公開 0

37 街づくり支援課 街づくり審査会 開催なし - -

38 街づくり支援課 景観審議会 1回 公開 0

39 開発調整課 開発審査会 6回
公開 2回

一部公開 4回
2 個人情報を取り扱うため

40 建築指導課 ホテル等建築審議会 1回 非公開 - 個人情報を取り扱うため

41 建築指導課 建築及び開発事業紛争調停委員会 開催なし - -

42 建築指導課 建築審査会 3回 公開 1

43 住宅課 住宅審議会 5回
公開 3回

一部公開 2回
0 個人情報を取り扱うため

44 下水道管理課 下水道事業審議会 1回 公開 1

45 地域政策課 緑区区民会議 6回 公開 14

46 地域政策課 中央区区民会議 6回 公開 32

47 南区役所地域政策課 南区区民会議 7回 公開 85

48 学校保健課 児童生徒等災害見舞金審査委員会 開催なし - -

49 生涯学習課 社会教育委員会議 6回
公開 5回

非公開 1回
11 視察のため

50 文化財保護課 文化財保護審議会 2回 公開 0

51 スポーツ課 スポーツ振興審議会 3回 公開 0

52 図書館 市立図書館協議会 3回 公開 0

53 博物館 市史編さん審議会 2回 公開 0

54 博物館 博物館協議会 1回 公開 0
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番号 担 当 課 審 議 会 等 名
開催
回数

公開・非公開
の内訳

傍聴
人数

非 公 開 の 理 由

55 大沢公民館 大沢公民館運営協議会 3回 公開 0

56 上溝公民館 上溝公民館運営協議会 3回 公開 0

57 橋本公民館 橋本公民館運営協議会 2回 公開 0

58 相原公民館 相原公民館運営協議会 4回 公開 0

59 小山公民館 小山公民館運営協議会 2回 公開 0

60 大野南公民館 大野南公民館運営協議会 3回 公開 0

61 新磯公民館 新磯公民館運営協議会 4回 公開 0

62 麻溝公民館 麻溝公民館運営協議会 3回 公開 0

63 田名公民館 田名公民館運営協議会 3回 公開 0

64 大野北公民館 大野北公民館運営協議会 3回 公開 0

65 大野中公民館 大野中公民館運営協議会 3回 公開 0

66 星が丘公民館 星が丘公民館運営協議会 4回 公開 0

67 清新公民館 清新公民館運営協議会 3回 公開 0

68 中央公民館 中央公民館運営協議会 3回 公開 0

69 相模台公民館 相模台公民館運営協議会 3回 公開 0

70 相武台公民館 相武台公民館運営協議会 3回 公開 1

71 東林公民館 東林公民館運営協議会 3回 公開 0

72 横山公民館 横山公民館運営協議会 2回 公開 0

73 光が丘公民館 光が丘公民館運営協議会 4回 公開 0

74 大沼公民館 大沼公民館運営協議会 3回 公開 0

75 上鶴間公民館 上鶴間公民館運営協議会 5回 公開 0

76 大野台公民館 大野台公民館運営協議会 4回 公開 0

77 陽光台公民館 陽光台公民館運営協議会 2回 公開 0

78 城山公民館 城山公民館運営協議会 4回
公開 3回

一部公開 1回
0 議題に人事案件があるため

79 津久井中央公民館 津久井町公民館運営協議会 3回 公開 0

80 桂北公民館 相模湖地区公民館運営協議会 5回 公開 0

81 藤野中央公民館 藤野町公民館運営協議会 3回 公開 0

82 消防総務課 消防賞慰金審査委員会 開催なし - -

42
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４．審議会等の委員公募の概要 

  この制度は、「相模原市審議会等の在り方に関する基本指針」に基づき、委員の 

 公募制の導入に努めることにより、市民の自主的・主体的な市政の参加を図り、市

 民と行政とのパートナーシップのもと開かれた市政の推進に寄与することを目的と

 しています。 

  公募制の導入にあたっては、審議会等の設置目的等を十分勘案した上で、委員の 

 公募制の導入に努めるものとされています。 

  本市における審議会等の委員公募の基本的事項は、次のとおりです。 

  ① 委員数 

    公募による審議会等の委員数は、原則として、９人以下の委員数で１人程度、

   １０人以上１５人以下で２人程度、１６人以上で３人程度とします。 

  ② 公募の方法 

    審議会等の委員の公募は、市広報紙等に募集記事を掲載して行います。 

  ③ 応募資格 

    審議会等の委員の応募資格者は、  (1)本市に在住する者で２０歳以上の者                                                                             

   (2)本市の他の審議会等の委員になっていない者 (3)本市の職員及び議員でな

い者とします。 

  ④ 応募の方法 

    応募については、所定の応募申込書に応募の動機、抱負等を記載し、提出し 

   ます。 

  ⑤ 選考の方法 

    選考については、選考委員会を設置し、選考します。また、選考数は、予定 

   の人数及び次点１人を選考するものとします。 

  ⑥ 応募者への通知 

    選考の結果については、各応募者に通知するものとします。 

 

５．審議会等の委員公募の運用状況 

  平成２２年度においては、総合計画審議会など１４審議会等で委員公募が行われ、

３９人の公募委員が選出されました。 

  また、任意的な協議会等においても、経営評価委員会など１２協議会等で委員公

募が行われ、２７人の公募委員が選出されました。 
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（1）法令・条例設置審議会等の平成２２年度委員公募状況 

区 分 審議会の数 公募を行った審議会の数 公募委員の人数 

２２年度 ８２審議会等 １４審議会等 ３９人 

 

 

 

 

 

（2）委員公募を実施している審議会等の状況（平成２３年３月３１日現在） 

審議会等の区分 審議会等数 
委 員 数 

実数 (内数)公募委員数 

法令・条例設置 ４８ ９３４人 １２２人 

任 意 設 置 ２５ ３５６人 ５９人 

合  計 ７３ １，２９０人 １８１人 

 

 

 



番号 担当課 審議会等名 委員数
公募委員数

（再掲）
応募者数 公募委員選考日

1 企画政策課 総合計画審議会 10 4 15 平成22年12月16日

2 男女共同参画課 男女共同参画審議会 15 3 4 平成22年5月11日

（3）審議会等の平成２２年度委員公募内訳

3 生活安全課 消費生活審議会 15 3 3 平成22年6月11日

4 地域医療課 地域保健医療審議会 18 2 2 平成22年6月17日

5 障害福祉課 障害者施策推進協議会 20 3 8 平成22年7月6日

6 精神保健福祉課 精神保健福祉審議会 15 2 5 平成22年5月8日

7 環境政策課 環境審議会 18 3 14 平成22年7月23日

8 街づくり支援課 景観審議会 7 2 4 平成22年7月2日

9 地域政策課 緑区区民会議 25 3 14 平成22年6月1日

10 地域政策課 中央区区民会議 25 3 18 平成22年6月1日

11 南区役所地域政策課 南区区民会議 25 4 32 平成22年6月1日

12 図書館 市立図書館協議会 6 1 5 平成22年8月5日

13 津久井中央公民館 津久井町公民館運営協議会 19 3 4 平成23年3月24日

14 桂北公民館 相模湖地区公民館運営協議会 25 3 3 平成23年3月27日

19 4 6 成 年15 経営監理課 経営評価委員会 19 4 6 平成23年4月19日 ※

16 市民協働推進課
さがみはら市民活動サポートセンターあり方
検討委員会 9 1 3 平成22年7月16日

17 生活安全課 消費生活基本計画検討委員会 6 1 1 平成22年6月11日

18 地域福祉課 地域福祉計画推進会議 11 2 3 平成22年6月23日
平成22年10月8日

※※

19 地域福祉課 さがみはら人権施策推進協議会 13 2 2 平成22年6月22日19 地域福祉課 さがみはら人権施策推進協議会 13 2 2 平成22年6月22日

20 こども青少年課 次世代育成支援行動計画推進会議 13 3 5 平成23年2月24日

21 健康企画課 母子保健事業推進協議会 14 2 2 平成22年5月26日

22 津久井経済観光課 （仮称）森林ビジョン策定委員会 11 3 6 平成22年5月7日

23 都市計画課
橋本駅周辺地区バリアフリー基本構想
策定協議会 25 3 6 平成22年7月28日3 策定協議会 25 3 6 平成 年 月

24 都市整備課 自転車対策基本計画策定委員会 26 3 11 平成22年5月27日

25
相模川自然の村
野外体験教室

野外体験教室運営協議会 8 1 2 平成23年4月29日 ※

26 生涯学習課 城山エコミュージアム推進協議会 18 2 2 平成23年3月28日

 ※　　　公募委員の｢選考日」は平成23年度に入ってからであるが、｢公募」すなわち公に募集を行った期間は平成22
　　　　　年度中であるため、平成22年度の公募実績とした。
※※　　公募委員に欠員があったため、追加募集を行ったもの。
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